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1.はじめに

広島大学附属東雲中学校が,文部科学省特別研究

「特別支援教育制度下における新たな交流及び共同学

習に関する研究」を受け,実践研究を行っている。そ

のタイトルは, 「共生意識を育み,真の障害者理解・

相互理解を図るための交流形態に関する研究」である。

研究の内容は「障害の有無にかかわらず互いに人とし

て自然に向き合い相互理解が図れる交流のあり方自体

を検討し改善していくために,多数の障害のある生徒

と少数の障害のない生徒で組織された交流形態を意図

的に試み,その活動の様相を分析・検討していく。ま

た,この形態による交流と同数程度の障害のある生徒

と障害のない生徒の交流,多数の障害のない生徒と少

数の障害のある生徒との交流とを比較・検討する。特

別支援学級全体での行事に通常の学級生徒を皮参加・

交流させ,全ての通常学級の生徒が一回以上は少数者

として多数者である障害のある生徒と向き合う機会を

意図的・計画的に設定する。そして,交流の形態が生

徒達にどのような差異を生み,どう交流すれば真に相

互理解を図ることができるのかについて言及する。」

というものである。特別支援教育が実施された一年目

に,広島大学附属東雲中学校による実践研究に対して,

大学側が理論的な補ひっをしたいという障害児教育学

講座の意見があり,このたび共同研究のスタートを切

ることになった。

2.研究の日的・方法

特別支援教育に移行してから,交流や共同学習につ

いて,新しい論点が文部科学省から出された。文部科

学省初等中等局局長名によって19文科初第125号通知

が出され,交流及び共同学習に関する指針が提起され

た。 「障害のある子どもたちの社会性や豊かな人間性

を育む」という従来の交流教育の理念に加え,障害の

ある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒双方の教

育的ニーズに対応した内容・方法を十分検討するよう

に早期化から組織的,計画拍,継続的な交流及び共同

学習の効果的な実施に向けた取組を推進するよう提言

している。そして,交流及び共同学習,障害者理解を

推進することが,障害の有無やその他の個々の違いを

理解しつつ,様々な人々が生き生きと活躍できる共生

社会の形成の基礎となる重要な意味を持っている。し

かし,小学校においては,比較的交流及び共同学習が

容易だが,中学校におけるこれらの活動には様々な困

難があるとされている。この理由については,まだ不

明な点が多く,今後の検討を待たなければならない。

本研究では,交流及び共同学習が共生社会形成にど

のような背景によって影響を及ぼすのか,その理論的

説明を行うとともに,そのビジョンに基づいた前期中

等教育における交流及び共同学習の理論構築を試み

る。

今回の一連の改革の根源になっているものをキーワ

ードとしてあげると,上部概念から「共生社会」, 「交

流」それに「共同学習」であろう。中央教育審議会や

19文科初第125号通知の最初の部分に「共生社会」と

いう言葉が出てくるが, 「共生社会」とは何か, 「交流」

や「共同学習」と「共生社会」との関係について説明

する必要がある。

そこで,広島大学大学院教育学研究科附属障害児教
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育実践センターが主催し,上記のキーワードに関係す

る専門家を招略しシンポジウムを開催し,それぞれの

キーワードの関連性を明らかにした。 2007年7月14日

(土),東京大学大学院教育学研究科教授　佐藤学氏と

早稲田大学法務科学研究科教授・弁護士　近江幸治

氏,文部科学省特別支援教育課企画官　新谷喜之氏,

全国LD親の会副会長　内藤孝子氏を招聴し,シンポ

ジウムを開催した。シンポジウムには,総勢350人の

聴衆が集まった。招聴者が講演する前に,障害児教育

学講座　主任　落合俊郎がシンポジウムの枠組みの説

明を行って,シンポジウムが開始された。

3.成果と課題

1 )共生社会の定義とその仕組み

このシンポジウムで行われた内容に加え,関係者文

献研究による内容も加えて,それぞれのキーワードに

なるべく沿って,明らかになったことを報告する。

(1)共生社会とは何か:サッチャー政権と共生社会

第一のヒントは,中央教育審議会「特別支援教育を

推進するための制度の在り方について(答申)」の

「共生社会」という言葉である。この「共生社会」と

いう考え方は, 「共に生きる社会」という意味ではあ

るが, 1997 (平成9)年からシンポジストの一人であ

る早稲田大学の近江幸治氏を中心として,ドイツ連邦

共和国のボン大学との共同研究による「共生」理論,

二十世紀の政治や経済のあり方を振り返った世紀末か

ら新世紀への問題提起としての「共生」理論である。

資本主義と社会福祉との共生を模索した。

第二のヒントは,障害児教育のパラダイムを大きく

変えたSpecial Educational Needs (特別な教育的ニ

ーズ)という考え方のもとであるウオーノック報告で

ある。この報告書は26名の委員によっておよそ2年半

の時間を費やして出されたが, 1973年に委員会が立ち

上げられ,当時の教育科学大臣はMargaret Thatcher

である。

彼女は1979年から首相になり, New Public

Management (新自由主義)と言われる財政再建や行

政改革を行ない,大きな政府論から小さな政府論へと

国の在り方に対する大きな変化を起こした。いわゆる

サッチャーリズムである。同時にアメリカ合衆国では

レーガン大統領によるレーガノミックスも同様な考え

方に基づいて行なわれた。障害児教育の分野では,

Special Educational Needsモデルは,障害の概念や

障害児教育の新しい考え方として評価されたが,その

背景である国の在り方は,大きな政府から小さな政府

への転換と市場主義への回帰という,むしろ障害のあ

る人にとっては逆の方向に向かう流れであった。マー

ガレット・サッチャーは,批判的な見方では「歴史の

車輪を逆転させる女」, 「反福祉主義」あるいは「反社

会主義」 「反組合主義」 (森鴫, 1988)とされ,

special Educational Needsの内容とはかなり異なる

政治姿勢であった。サッチャーリズムによる大きな政

府から小さな政府への転換や市場主義:競争原理を導

入し成果に基づく管理手法を可能な限り導入する内容

表1ウオーノック報告と前後の政治体制と教育科学大臣

1945年から1951年

1951年から1964年

1964年から

1968年4月　4970年6月　Edward Short )

労働党政権

保守党政権

労働党政権(1964年から1970年まで)

1970年6月　4974年3月　Margaret Thatcher　保守党政権〔1970年から1974年まで〕

1973年Mary Warnockに「障害児(者)教育調査委員会の委員長を諮問する

1974年3月　-1975年6月　Reginald Prentice

1975年6月　-1976年9月　Fred Mulley

1976年9月　4979年4月　Shirley Williams

1979年4月　-1981年9月　Mark Carlisle

労働党政権〔1974年から1979年まで〕

1976年:英政府IMF融資条件を受け入れる

1978年5月　ウオーノック報告を議会が可決・承認

保守党政権　Margaret Thatcherが首相

保守党政権(1979年から1997年まで)

Thatcherは1990年まで首相
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について,ウオーノック報告のからそれをうかがえる

内容は少ない。まだ,新自由主義あるいはサッチャー

リズムに向かう前であるが,以下の内容を見ることが

できる。

①イングランド,ウェールズそれにスコットランド

で行われていた特別学校と特殊学級の教員に支給され

ていた特別手当を廃止することを提案, ②イングラン

ドとウェールズにおいて,盲・畢・難聴の児童生徒に

工芸科,家庭科,手工科を教える教師には特殊教育の

免許が免除されていたが,その規定を撤廃するよう提

案。 ③保護者の権利を認め,教育の結果に対する評価

に参加させる等があげられる。ウオーノック報告を基

盤に1981年法ができたが,この法律の精神とサッチャ

ーリズムの精神は必ずしも一致したわけではない。

1988年法による学校間の競争原理の導入,学区にとら

われない学校選択,統一カリキュラム,統一テスト結

果による予算の傾斜配分,競争意識の鼓舞などがあげ

られ,特別な教育的ニーズのある児童生徒にとっては

田難な時期であった。

サッチャーが首相になる前の政治経済の状況につい

てみてみよう。衷1に示すように,英国の政権は保守

党と労働党との2大政党によって政権が交互に担われ

てきた。特に「ゆりかごから墓場まで」の福祉政策は,

労働党だけの責任ではないと思うが, 1976年労働党内

閣時の財政破綻状態によるI MFからの財政支援に代

表されるように,大きな課題を抱えた。このような状

況のなかで,もはや大きな政府論を持ち出すことは不

可能であることは言うまでもない。サッチャーリズム

は財政を立ちなおすことには成功した。しかし様々な

課題を生んだ。それは格差の問題であり,格差によっ

て社会問題を生むことになった。保守党政権が1979年

から1997年まで続いたあと労働党内閣が成立したが,

そこで「第三の道」といわれる政治形態が成立した。

労働党内閣が成立し,トニー・ブレアが首相になっ

たとき, 「私がやりたいことは三つある。それは,敬

育,教育,教育だ」 (山口, 2005)としている。トニ

ー・ブレアの政策は「人間の顔をしたサッチャーリズ

ム」ともいわれ,労働党政権になってもサッチャーが

行った様々な変革は動かしがたいものとなっている。

サッチャーやブレアが目指しているように国の「品質

保証」を保つために様々な変革を行うのであれば,敬

室は未来の社会であり,広井良典(2006)が述べてい

るように,教育が「人生前半の社会保障」であり,

「ある意味で(狭義の)社会保障と同等かそれ以上に

重要な意味をもつ」としている。教育が国家の社会保

障的な役割をするはずであるが,教育に国家ではなく

個人の支出に頼っていくと,個人(国民)は国家への

オーナーシップ「我々の国家」という意識はますます

薄れ, 「私利私欲」のみ追求Lだし, 「共生社会」とは

大きく異なる国家が出来上がる。

樋田(2003)が述べているように,ブレア労働党政

権では,教育,福祉,医療,年金の構造的な連携を強

くし, 「一方では目標値を設定させて奨励する基礎学

力向上策やリーグ・テーブル(全国学力試験の結果の

公表)の実施,リーグ・テーブルを重要な資料とする

親の学校選択権で競争のメカニズムを強化し,同時に

地方では個々の児童・生徒の状況や地域・学校の状況

に応じた教育の多様性を試みている」。そしてイギリ

スではこれらの2つの側面の教育政策を同時に遂行

し, 「人間の顔をしたサッチャーリズム」あるいは

「第三の道」理論に移行した。その理論に基づいた障

害児教育のアイデアは1997年のグリーンペーパー

(国立特殊教育総合研究所, 1999)に見ることができ

る。その主たるものを書き出すと: (早期行動計画)

インクルージョンを一層広範囲に推進していくための

必要条件の確立,特別学校と通常学校におけるスタッ

フが互いを最も有効に支援することのできる方法を見

つけだす。地方教育局,学校,そして保護者が代表す

るボランティア団体のグループと共に仕事を展開して

いく。 (2002年までに)インクルージョンを推進させ

るという方針の文脈内において,特別学校の効率的な

機能変化を支援する明確なガイドラインの作成があげ

られた。 「第三の道」とは,かつてのイギリス旧労働

等・社会民主主義が歩んだ道を第一の道,新自由主義

が採った市場経済理論の貫徹を第二の道とし,その折

衷的な道を「第三の道」と呼んでいる。つまり,サッ

チャーリズムが徹底して行った荒治療の結末(矛盾)

の修復・融合に意義がある(近江, 2002)<　共生社会

がいわゆる「第三の道」 ;資本主義と社会福祉が共生

できる国家の在りかたをベースにしているとすれば,

特別支援教育にはいくつか加える部分があるのではな

いか。まず,サッチャーリズムによる「小さな政府論」

による財政債務の縮小,市場主義への回帰,格差の肯

定による競争心の鼓舞による経済の回復を進めた結

莱,当然成功者と敗北者がでてきた。二十一世紀の世

界では,社会的「勝利者」の一人勝ちはあり得ず,課

税というかたちで社会的「弱者」のために貢献しなけ

ればならない。現在の日本に置き換えて考えてみると,

格差の拡大によって生活保護や就学援助の申請者数の

急激な増加が見られている。格差を肯定して競争させ

経済成長を行う施策は,少子高齢化を加速しながら人

口減少を生じている日本で可能かどうかということを

議論しなければならない。そうなると,なるべく社会

的「弱者」を出さない教育を早期から準備したほうが
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CostofLifeを考えると安くつくということになる。

つまり,多くのヨーロッパ諸国ではソーシャルイン

クルージョンをめざすほうが国家としては無理がない

という結論に達したと思われる。ソーシャルインク

ルージョンを構築するためにインクルージョンあるい

はインクルーシブ教育をそのツール(道具)として

「利用」する必要があったと考えられる。

(2) 2人の女性をめぐる障害児教育の歴史的展開:

ウオーノック報告とその作成前夜の政治状況

表1に示すように, 1970年から1974年まで続いた保

守党政権の時代に教育科学大臣を務めたMargaret

ThatcherがMary Warnockに諮問し,障害児〔者〕

教育調査委員会,いわゆるウオーノック報告を作成す

るための委員会が立ち上げられた。そして1974年に労

働党に政権が移り, 1976年に財政悪化によるI MFに

よる財政融資条件の受諾が行われ, 1978年にウオーノ

ック報告が議会で承認された。しかし, 1979年に政権

奪還に成功し新政権の座についたサッチャー内閣から

はついに何の態度表明も行われず, 「1979年教育法」

には,報告と関わる条項は盛り込まれなかった。実際

にウオーノック報告が障害児教育に反映されたのは

1981年法からであり, 1993年法によってほとんど受け

入れられた。

(3)新自由主義とウオーノック報告の比較

サッチャーリズムの根幹には,道義的な規範とビク

トリア王朝時代の価値観であり, 「責任をともなう社

会とは,国民一人ひとりが,果たすべき責任を隣人に

押しつけず,自分でやり遂げる社会です。お互いに助

けあい,両親が子を第一に思い,友人が隣人の世話を

し,家族が年寄りの面倒をみる社会です。世話をして,

隣人に支援の手をさしのべる。それが出発点です。何

百万人もの人びとの,口には出さない努力,何千何万

ものボランティアの献身的な働きがある社会-・人の世

話をするということは,口先の言辞で推し量られるも

のではありません。あなたが何をなすかで表現される

ものなのです」 (大空, 1991)という視点である。

表2で新自由主義によるシステムとウオーノック報

告の内容を比較した。伝統的官僚システムにおいては,

法令・規則による管理が学校種間格差や規制を生み,

弾力性が欠けた部分もあった。それらの課題を解決す

るために法令的な障害分類をやめたとも考えられる。

これにはサービス供給の効率化のための柔軟な組織運

営も課せられた。個別の教育計画による評価に保護者

の権利が導入されたことや特別学校のセンター化は,

企業や行政レベルで行われた「自立的な業績評価の単

位である小規模な組織間での契約によるマネジメン

ト」の導入であるとも考えられる。市民意識の育成に

よるボランティア活動の促進や障害児学校への看護

節,保育士の導入は,政治上では民間委託や内部市場

システムの活用,公的企業の民営化,民間委託・バウ

チャー,エイジェンシーの導入の影響を受けたのでは

ないか。本人・保護者の権利を保障し, Named

表2　新自由主義とウオーノック報告の主たる項目との比較

伝統的官僚システム 新 自由主義によるシステム ウオー ノ ック報告の 内容

法令 .規則による管理 目標 .分業による管理 . 法令的な障害分類 をや めて特別 な教育的ニー ズ とい う

教 育 目標 に移行

20% の子 どもに特別な教育的 ニーズが ある (制度 に

在 籍 してい る以外 の子 どもへ の支援 )

単一の職 務 に特化 し サービス供給の効率化のた . 病理 学的なカテ ゴ リ分類 か ら教 育学的対応への移行

た分業システム めの柔軟な組織運営 . 障害児 と非障害児の連続性

明 確 な ヒ ニ ラ ル . 自立的 な業績評価 の単 . 個別 の教育計画 による評価 に保護者 の権 利 を導入

キー .システム 位である小規模 な組織 . 特別 学校のセ ンター化 .看護 師, 保 育士の導入
問での契約 によるマネ . 市民意識の育成 によるボランティア活動 の促 進
ジメン ト

. 民間委託や 内部市場シ
ステムの活用,公的企業

の民営化, 民間委託 .バ
ウチャー, エイジエン

シーの導入

Name d P erson 制 度 (保護者 の私 的後 見人制度) によ

り保 護者が使 いやす い制度へ の移行 と限 りな く居住

地 に近い支援体制の構築

戦 略的マネ ジメン ト 供給サイ ドか らの】方的 . 本 人 . 保護者の権利 を認 める

の欠如 な意思決定を行 うのではな . イ ンテ グ レー シ ョン (統合教 育)
く, 顧客 (国民あるいは利用

者)サイ ドのニーズを反映し

たマネジメン ト, 「消費者第

- 主義」ない し「選択の自由」
を適応 しうる選択領域の拡

大

. ノー マ ライゼー シ ョン

. アカ ウンタビ リテ ィー (説 明責任 .会計 責任 )

. 保護者 の再審請求権 を認 める
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Person制度(保護者の私的後見人制度)により保護

者の意見を反映させる制度,インテグレーションやノ

ーマライゼーションの看板を掲げつつ,供給サイドか

らの一方的な意思決定を行うのではなく,顧客(国民

あるいは利用者)サイドのニーズを反映したマネジメ

ント, 「消費者第-主義」ないし「選択の自由」を適

応しうる選択領域の拡大を試みたのではないか。

また,多くの国々において,インテグレーションと

地方分権が共に進行している。このことは,上で紹介

した「責任をともなう社会」についてのサッチャーの

哲学だが,財政的に見ると,小さな政府論を実行する

ためには,高齢者も障害者もその地域の住民であり,

その地方が責任を持つべきである。地方分権を実施す

ることによって,財政的なメリットもデメリットもあ

るが,デメリットだけを中央政府に押し付けるのでは

なく,地方もそれ相当の努力を払う必要があるという

意図がなかったのだろうか。

この話の信感性を確かめるのは甚だ難しいものと思

われる。振り返るとインテグレーション,インクルー

ジョンそれにノーマライゼーションという言葉の背景

には,政治的意図があったのではないかと思わずには

いられない。

(4)三つの市民論と役割相乗(Synergy)型社会の

形成:共生社会の構成要員の育成

田村と寄木(2004)は,三つの市民を提案している。

まず,市民意識とは自分たちが住んでいる地域に愛着

をもち,様々な困難に対して,自ら考え自ら克服しよ

うとする意識であり,自己満足と社会満足を享受する

意識としよう。

三つの市民とは,生活者市民:一般に市民ないし住

民といわれる人々で,消質者,勤労者,障害者をはじ

め,当該地域で生活している老若男女の全ての人々を

表す。また,様々な市民組紋やNPOやNGO組続も

ここに入る。ここで期待されるのは,国家の実情や課

題を把握し,今何を行わなければならないかを自覚し,

お金を稼ぐということにこだわらずボランティアに参

加することが期待され,当然,国家や自治体はそのよ

うな行動をとるに債する国家像あるいは自治体像を示

さなければならない。企業市民:事業者市民,法人市

氏:大企業から小規模企業,ひいては個人企業まで含

まれる。商店主は事業者市民だが家庭人としては生活

者市民であり,企業に営利活動(利潤追求)を放棄す

るようにもとめることができるわけではないが,自ら

も社会を構成する市民としての自覚を持ち,公共的役

割や社会的貢献のために前向きの姿勢をとることが期

待される。行政市民:行政を担当するのは公務員であ

るが,彼らも市民の一員として自覚を持ち,公的役割

や社会的貢献のために前向きの姿勢をとることが期待

される(田村と寄木, 2004)。行政市民という意識は,

いわゆる縦割り行政や官費の無駄使い,談合,裏金作

り等を行う素地を断ち切るためにも必要な意識変革で

ある。教員も日本ではほとんどが公務員であるから行

政市民としての役割を期待される。そして,近江

(2002)が述べているように,最も重要なことは,こ

れら三者にとって共通の目標は「役割相乗型」の公共

政策を追求することである。社会構成員全員が行政シ

ステム(本論では,特別支援教育)に参加することに

よって,シナジー(Synergy)効果の発生が期待され,

その相乗効果に依拠して組み立てられたものが「役割

相乗」型社会であり,この意味では「共生」社会とは,

市民の参加を前提とした社会モデルである。

特別支援学校に働く教員は,これまで特殊教育で培

われた治療教育的方法に加え,コーディネーション技

法やカウンセリング方法,組織作りの方法も必要とな

ってくる。発達障害児の指導方法には,自立活動的内

容に基礎免許として取得している教科学習的指導内容

含むのか,障害児と非障害児の間で起こるトラブル

(Complicated Learning Situation)の解消方法の研

究も必要になることであろう。また,ボランティアや

無償に近い有能な労働資源を育成し,ネットワークを

作る仕事も加わるのではないか。特別支援教育は,特

殊教育に発達障害児の教育的支援が加わっただけでは

ない。教育改革や社会改革への道なのであり,障害の

ある人も含め,それぞれの分野の人々が市民として活

躍する機会をもち「共生社会」を作っていかなければ

ならない。このような役割が特別支援学校関係者に与

えられている。

(5)ウオーノック報告と特別支援教育との比較

いくつかの点についてウオーノック報告の内容と特

別支援教育の内容との比較を行ってみる。前者がウオ

ーノック報告で後者が中教審,学校教育法それに19文

科初第125号通知の内容と比較した(ウオーノック報

告の内容:下線は特別支援教育に関する内容)0 ①

20%の子どもたちに「特別な教育的ニーズ」がある:

約8%を特別支援教育の対象とする。 ②障害児教育免

許状の取得の義務化と特別手当ての削減:中央教育審

議会の協議の中で出されたが,特別支援学校教諭免許

の所有の義務化には言及せず。 ③特別学校のセンター

的役割:特別支援学校のセンター的役割。 ④多様な形

態のインテグレーション(統合教育)の奨励:当初は

小中学校に在籍する障害のある児童・生徒は原則とし

て通常の学級に在籍と言及したが,特別支援学級の設

立によって,この原則は崩れた。認定就学者の存在は

例外的な扱いだがこの中の一つの施策とも考えられ
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る。 (9保護者の権利の保障:学校教育法施行令第18条

の2において保護者の意見聴取を義務付けた。 ⑥早期

療育の推進:幼児期からの療育と「個別の教育支援計

画」による一生涯にわたる連携や連帯というように類

似している部分も多い。

2)交流・共同学習と「学びの共同体」について

(1)特別支援教育と「学びの共同体」

日本ではインテグレーションやインクルージョンと

いう名のもとに特別な支援のための教育の広がりある

いはユニバーサルデザイン化した教育へ変換させるの

ではなく,発達障害児に対応した教育的支援の拡大と

して計画していくという方向性もあるのではないか。

実際に特別支援教育制度推進事業での研究指定校でも

見られるが,教授方法,板書の仕方や掲示物の使い方,

教材の視覚化やユニバーサルデザイン化等の発達障害

児の存在を意識した特別支援教育が定着してくると,

いわゆる学力の底上げ現象や不登校の減少を報告する

学校が出てくる。まさに中教審答申が述べているよう

に特別支援教育の考え方が浸透することによって「障

害の有無にかかわらず,当該学校における幼児児童生

徒の確かな学力の向上や豊かな心の育成にも資するも

のと言える。こうしたことから,特別支援教育の理念

と基本的考え方が普及・定着することは,現在の学校

教育が抱えている様々な課題の解決や改革に大いに資

する」状況を具現化できるのではないだろうか。

今,発達障害のある子どもを「困難」がある子ども

としてとらえ,医学的・心理学的なとらえ方から,別

のとらえ方をしてみようという動きがある。例えば,

ある学校で作成された学級担任サポートブックでは,

次のような記述が見られる。 「・学習障害のある子ど

もの中には,読むことに大変苦労している子がいます。

自分では上手に読もうと精一杯頑張っているのに,読

んでいる途中でどこの行を読んでいるか分からなくっ

てしまうのです。 ・お手本の文字を書き写すのに大変

な苦労をしている子もいます。一生懸命手本を見なが

ら古くのだけれど,どうしても正しく書けないので

す。 ・『何度練習しても上手にできない』 『もっと練習

しなさい。一生懸命やりなさい』と繰り返し言われて

いるうちに,意欲をなくしてしまい,ますますrなま

けている,不真面目』と見られてしまうのです。 ・と

にかく気が散りやすく,興味のあるものが見えるとす

ぐそちらに行ってしまいます。面目そうなことがr気

になる』というより,気にしないではいられないとい

ったほうがいいかもしれません。 ・『喋りたい』と思っ

たとたん,喋ってしまいます。喋った後で, 『今しゃ

べったらいけない時だった』と気づきますが,周りの

人から注意や叱責をうけます・『やりたい』と思った

時も,やらなければ気が落ち着きません。それを無理

に止められるとカッとなり思ってもいないような激し

い行動に出てしまいます。いつも叱られてばかりでだ

んだん自信をなくしていきます。 ・話す内容はしっか

りしているのに,話の内容や周囲で起こっていること

が思わぬ理解できないことがあります。 ・ゲームをし

ても『面白さ』を友だちと共有できないことが多く,自

分だけでゲームをしているかのように楽しんでしまい

ます。 『ルールが守れない』とよく言われます。 ・す

ることをいつもとがめられて,不満が蓄積してしまい

ます。」このような子どもたちに対して授業を工夫し

ながら,学校の教師,保護者,ボランティアが連携を

組み,課題を解決して行こうという動きが出ている。

中央教育審議会答申(2005)や参議院における「学

校教育法等の一部を改正する法律案に対する附帯決

議」にあるように「特別支援教室(小・中学校に在籍

する障害のある児童生徒を原則として,通常の学級に

在籍させ,時間を区切って個別の教育を行う教室)」

を設置していく方向になれば,第125号通知の「交流

及び共同学習,障害者理解等」は,特に強調されなく

てはならないだろう。また,小・中学校の通常の学級

に在籍する児童・生徒の約6.3%に発達障害と同じよ

うな特徴をもつ子どもがいると推定され,これらの子

どもたちは現に通常の学級の中に席をもっているとす

れば,佐藤(1999)が述べているように, 「『学びの共

同体』として学校を再構築する上で,学校を開いて家

庭・地域との連携をはかることは,今日の学校改革に

おいてもっとも可能生の大きな課題」を実現する時が

来ているのではないか。このとき,特別支援教育から

は,特別支援教育コーディネーターが活躍し, 「広域

特別支援教育連携協議会」と「地域での特別支援教育

連携協議会」によって,関係部局のネットワーク作り

をするというアイデアは,特別支援教育と「学びの共

同体」それに交流・共同学習が,どのように理論的に

展開されていくのかが極めて重要なことになる。

文部科学省の調査によると小中学校の通常の学級に

在籍している子どもの約6.3%に発達障害と同じよう

な特徴をもつ子どもがいると推定されていることは既

に述べた。一方,表3は,文部科学省が児童生徒本人

に定期的にとっているアンケート結果である。これに

よると,授業をわかるとした子どもとわからないとし

た子どもの割合は,小学3年(わかる69.7%　わから

ない5.3%),小学5年(わかる69.5%　わからない

5.1%),小学生全体(わかる69.6%・わからない5.2%),

中学2年(わかる51.8%'o・わからない12.5%),高校1

午(わかる32.3%　わからない20.5%)と報告されて
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表3　学校教育に関する意識調査(文部科学省, 2004)

学 校 種 . 学 年 よ く わ か る 大 体 わ か る わ か る こ と が

半 分

わ か ら な い こ

と が 多 い

ほ とん ど わ か

ら な い

無 回 答

小 学 3年 2 5 . 0 % 4 4 . 7 % 2 2 . 8 % 4 . 0 % 1 . 3 % 2 . 2 %

小 学 5年 2 0 . 7 % 3 % 2 4 . 5 % 3 . 9 % 1 . 2 % 0 . 8 %

小 学 生 全 体 (計 ) 2 2 . 8 % 4 6 . 8 % 2 3 . 7 % 4 . 0 % 1 . 3 % 1 . 5 %

中 学 2年 7 . 8 % 4 4 . 0 % 3 5 . 0 % 9 . 8 % 2 . 7 % 0 . 7 %

高 校 1年 2 . 1 % 3 0 . 1 % 4 7 . 1 % 1 7 . 1 % 3 . 4 % 0 . 2 %

いる。発達障害と同じような特徴をもつ子どもの割合

よりも多いことに気がつくであろう。また, PISA調

査に.よって,日本の子どもの学力が懸念されている.

発達障害とされる子ども,学校教育の意識調査で授業

がわからないと答えた子ども,そしてPISAテストに

参加した子どものなかで,同一の子どもがこの三つの

調査で「課題がある」あるいは「学力が低い」とされ

ることは想像に難くない。このような状況を解決する

上で,特別支援教育と通常の教育の相互の協力の発展

を進めていかなければならない。支援が始まっても,

支援がダブったり,同一の方針が兄いだせなかったり,

効果的な支援体制ができていない事態を避けなければ

ならないだろう。

(2)共同のためのアプローチ

障害児教育が医学的あるいは病理学的なパラダイム

から出発したといういきさつもあり, 「工学的接近」

と言われる枠組みが強い。それは心理測定的テストを

重視し,目標としては学習指導要領に基づく行動目標

を立てて,規定のコースをたどり,教材の精選,配列

を志向することが強調される。学校や学級という現場

では,複数の大人による授業形態の可能性,障害のあ

る子どもとない子どもとの関係,予期せぬ出来事に臨

機応変に対応しなければならない事態の日々であるこ

とは予想に難くない。このような事態に対しては,

「工学的接近」に加えて「羅生門的接近」,つまり,ひ

とつの出来事が立場を変えると多様な見え方をし,多

様な意味をもつ可能性があり,そのいずれも真実であ

り,映画「羅生門」のように多様な見方を総合するこ

とが必要となる(佐藤　2004, p96),交流や共同学

習を完成するためには,以上のような接近:アプロー

チが必要であるに違いない。そして,特別支援教育学

だけでなく,教育学や教授方法に関する領域も大きく

変わる必要があるのではないか。

おわりに

広島大学附属東雲中学校が,文部科学省特別研究

「特別支援教育制度下における新たな交流及び共同学

習に関する研究」を受けて実践研究を行っている。中

央教育審議会答申や19文科初第125号通知によって,

これまでの交流教育とは異なる意味付けが行われてい

る。本研究は,その実践研の理論的展開に対して,少

しでも貢献することを望んで着手した。 19文科初第

125号通知の「1.特別支援教育の理念」の中に「共

生社会」という言葉がでてくる。広島大学大学院附属

障害児教育実践センター主催のシンポジウムでは,こ

の言葉はきわめて政治的な意味合いが深い言葉である

ことが明らかにされた。共生社会とは何か,未曾有の

財政債務,人類未到の少子超高齢社会を迎えた日本の

在り方であるとしたら,我々は避けて通れない課題で

あり,このビジョンの上に通常の教育も特別支援教育

も乗らなければならない。また,交流や共同学習は,

これまで多くの研究や著作がある「学びの共同体」と

どのように関連付けていくのか考えていかなければな

らないだろう。本研究が,広島大学附属東雲中学校の

文部科学省特別研究の一助になれば幸いである。
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